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芝
税
務
署
に
よ
る
年
末
調
整

等
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

　

年
末
調
整
を
し
な
い
場
合
で

も
、
給
与
の
支
払
額
が
50
万
円

を
超
え
る
場
合
は
、
税
務
署
に

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
支
払
額
に
関
係
な
く
、
給

与
の
支
払
い
を
受
け
る
人
に
は

源
泉
徴
収
票
を
交
付
し
、
市
区

町
村
に
は
「
給
与
支
払
報
告
書
」

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

開
始
に
伴
う
年
末
調
整
事
務
な

ど
、
ご
質
問
が
あ
る
方
は
ぜ
ひ

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】平
成
29
年
11
月
29
日（
水
）

　
　
　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

【
場
所
】

　

住
民
セ
ン
タ
ー
3
階
研
修
室

【
問
い
合
わ
せ
】

企
画
財
政
課
税
政
係

☎
（5）
０
２
４
１
（
直
通
）

税
政
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
法
人
・
個
人
事
業
主
の
方
へ

■
無
期
転
換
に
つ
い
て

東
京
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

有
期
契
約
（

　

有
期
契
約
（
11
年
更
新
な
ど
）

年
更
新
な
ど
）

で
あ
っ
て
も
、
契
約
が

で
あ
っ
て
も
、
契
約
が
55
年
を
年
を

超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

に
は
、
働
く
側
の
希
望
に
よ
り
、

に
は
、
働
く
側
の
希
望
に
よ
り
、

期
間
の
定
め
な
い
契
約
に
転
換

期
間
の
定
め
な
い
契
約
に
転
換

す
る
ル
ー
ル
（
無
期
転
換
ル
ー

す
る
ル
ー
ル
（
無
期
転
換
ル
ー

ル
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ル
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

有
期
契
約
の
従
業
員
を
雇
用
す

有
期
契
約
の
従
業
員
を
雇
用
す

る
事
業
主
の
皆
様
は
、
来
年

る
事
業
主
の
皆
様
は
、
来
年
44

月
に
向
け
て
準
備
が
必
要
で
す
。

月
に
向
け
て
準
備
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

　

東
京
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

　

東
京
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

部
指
導
課　

労
働
契
約
法
担
当

部
指
導
課　

労
働
契
約
法
担
当

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
１
１

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
１
１

又
は
、
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

又
は
、
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

☎
０
３
（
３
５
１
２
）
１
６
０
８

　

最
近
、
農
地
へ
の
不
法
侵
入

に
よ
る
被
害
報
告
が
多
く
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
自
分
の
所

有
す
る
農
地
以
外
へ
の
侵
入
、

さ
ら
に
は
、
作
物
の
盗
難
、
踏

み
荒
ら
し
の
よ
う
な
悪
質
な

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
全
て

違
法
で
す
。

　

農
家
に
と
っ
て
、
農
作
物
を

農
業
委
員
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

き
ん
ぷ
く
会
館
で
は
、
11
月

1
日
か
ら
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
の

■
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
利
用
開
始

荒
ら
さ
れ
る
こ
と
は
大
切
な
収

入
を
失
う
こ
と
と
な
り
ま
す
の

で
、
勝
手
な
侵
入
、
作
物
の
盗

難
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
明
日
葉
の
栽
培
に
は
、
半

日
陰
を
つ
く
る
ハ
ン
ノ
キ
の
存

在
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
無
断

で
伐
採
等
行
わ
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

農
業
委
員
会
事
務
局

（
役
場
産
業
課
内
）
☎
⑸
０
２
８
４

■
司
法
書
士
に
よ
る
出
前
相
談
所

　

東
京
司
法
書
士
会
主
催
に
よ

る
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま

す
。

　

例
え
ば
、「
相
続
・
遺
言
・
土

地
・
建
物
・
登
記
・
暮
ら
し
に

お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
・
生
活
再
建
」

と
い
っ
た
相
談
ご
と
に
つ
い
て
、

面
談
に
よ
る
無
料
相
談
を
行
い

ま
す
。

き
ん
ぷ
く
会
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

使
用
を
始
め
ま
し
た
。

　

ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
は
オ
ー

デ
ィ
オ
ル
ー
ム
と
卓
球
の
2
種

類
用
意
し
て
い
ま
す
。
1
時
間

の
利
用
に
つ
き
1
ス
タ
ン
プ
押

印
で
、
5
個
た
ま
る
と
オ
ー
デ
ィ

オ
ル
ー
ム
ま
た
は
卓
球
の
利
用

が
1
時
間
無
料
と
な
り
ま
す
。

　

期
間
は
、
平
成
30
年
3
月
末

ま
で
で
す
。
皆
様
の
ご
利
用
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

新
島
村
勤
労
福
祉
会
館

　
　
　
　
　

☎
（5）
０
５
０
４

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

島
し
ょ
に
居
住
さ
れ
て
い
る

　

島
し
ょ
に
居
住
さ
れ
て
い
る

方
を
対
象
と
し
て
、
法
律
相
談

方
を
対
象
と
し
て
、
法
律
相
談

（
電
話
相
談
）
を
実
施
し
て
い
ま

（
電
話
相
談
）
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
完
全
予
約
制
で
相
談
料
は

す
。
完
全
予
約
制
で
相
談
料
は

無
料
で
す
。

無
料
で
す
。

【
相
談
日

相
談
日
】

・
11
月
24
日
（
金
）

・
12
月
22
日
（
金
）

・
1
月
26
日
（
金
）

・
2
月
23
日
（
金
）

・
3
月
23
日
（
金
）

【
相
談
時
間
】

午
前
10
時
〜
正
午（
概
ね
20
分
枠
）

【
予
約
方
法
】　

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

予
め
第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律

予
め
第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律

相
談
セ
ン
タ
ー
に
電
話
予
約
し

相
談
セ
ン
タ
ー
に
電
話
予
約
し

て
下
さ
い
。

て
下
さ
い
。

東
京
島
嶼
部
に
お
け
る

　
　
　

法
律
相
談
に
つ
い
て

【
新
島
地
区

日
時　

11
月
10
日
（
金
）

　
　

午
前
10
時
〜
午
後
2
時

場
所　

新
島
村
住
民
セ
ン
タ
ー

※
交
通
手
段
の
関
係
で
や
む
な

く
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
は
何
卒

ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
予
約
は
不
要

で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

東
京
司
法
書
士
会
事
務
局

事
業
・
研
修
課

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
１
９
１

平
日　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
事
案

力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
事
案

は
、
依
然
と
し
て
数
多
く
発
生

は
、
依
然
と
し
て
数
多
く
発
生

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権

の
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権

問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
人

問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
人

権
相
談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と

権
相
談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、全
国
一
斉
「
女

を
目
的
と
し
て
、全
国
一
斉
「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強

化
週
間
を
実
施
す
る
。

化
週
間
を
実
施
す
る
。

【
期
間
】

【
期
間
】

平
成
平
成
2929
年年
1111
月月
1313
日
（
月
）
か
ら

日
（
月
）
か
ら

同
月
同
月
1919
日
（
日
）
ま
で
の

日
（
日
）
ま
で
の
77
日
間
日
間

【
時
間
】

【
時
間
】

◆
月
曜
日
〜
金
曜
日

◆
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
午
前
88
時時
3030
分
か
ら
午
後

分
か
ら
午
後
77
時
ま
で

時
ま
で

◆
土
曜
日
・
日
曜
日

◆
土
曜
日
・
日
曜
日

午
前
午
前
1010
時
か
ら
午
後

時
か
ら
午
後
55
時
ま
で

時
ま
で

【
開
設
場
所
】

【
開
設
場
所
】

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部

『
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』

『
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

　
　
　
　

　
　
　
　

  （
全
国
共
通
番
号
）

（
全
国
共
通
番
号
）

【
電
話
相
談
担
当
者
】

【
電
話
相
談
担
当
者
】

人
権
擁
護
委
員
及
び
東
京
法
務
局
職
員

人
権
擁
護
委
員
及
び
東
京
法
務
局
職
員

【
問
い
合
わ
せ
】

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部
第
二
課

東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部
第
二
課

☎
０
３
（
５
２
１
３
）
１
２
３
４

☎
０
３
（
５
２
１
３
）
１
２
３
４

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

【
予
約
受
付
電
話
番
号
】

☎
０
３
（
３
５
９
２
）
１
８
５
５

☎
０
３
（
３
５
９
２
）
１
８
５
５

【
問
い
合
わ
せ
】

第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律
相
談
課

☎
０
３
（
３
５
９
２
）
１
８
５
５

☎
０
３
（
３
５
９
２
）
１
８
５
５


